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          （仮訳） 

Ｇ７貿易大臣声明 

大阪・堺、２０２３年１０月２９日 

 

我々、Ｇ７貿易大臣は、４月４日の我々の前回の会合及びＧ７広島サミットの成果に立

脚して、共通の課題への対応における我々の協力を再確認し、更に強化するため、１０月

２８日及び２９日に大阪・堺で一堂に会した。ロシアによるウクライナに対する侵略戦争、

長きにわたる非市場的な政策及び慣行、長期的な構造変化を含め、我々が４月に取り組ん

だ課題は継続している。我々は、法の支配に基づく自由で公正な貿易体制を維持し、経済

的強靱性及び経済安全保障を強化することにより、国際的な貿易関係における公正な競争

の根本的な必要性に留意しつつ、これらの課題に対処する我々の取組を倍加する。 

我々は、ロシアによるウクライナに対する残虐で、いわれのない、不当かつ違法な侵略

戦争を引き続き可能な限り最も強い言葉で非難する。我々は、広島サミットにおける、ウ

クライナの復旧ニーズに対処するとのＧ７首脳のコミットメントを想起し、貿易を通じて

ウクライナの復興を支援するという我々の強いコミットメントを再確認した。我々はまた、

ロシアによるウクライナの穀物輸出インフラの破壊及び黒海穀物イニシアティブ（ＢＳＧ

Ｉ）への参加を一方的に終了する決定に遺憾の意を表明し、非難するとともに、最適なル

ートを通じて農産物を輸出し続けるというウクライナの権利を支持する。 

我々は、来る第１３回世界貿易機関（ＷＴＯ）閣僚会議（ＭＣ１３）において、具体的

かつ野心的な成果をもたらすとの強い決意を再確認した。Ｇ７を超えたパートナーとの対

話を通じ、我々は、国際的なパートナーとの互恵的な経済機会の拡大によって、包摂的な

世界経済の成長に貢献し、また、強靱なサプライチェーンを促進するという貿易が同時に

果たし得る役割を強調した。我々は、ＷＴＯを含む国際フォーラムにおいて、Ｇ７を超え

たパートナーとの関与を引き続き強化する。 

オーストラリア、チリ、インド、インドネシア及びケニアの各大臣、ＷＴＯ事務局長、

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務総長並びに東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究センター（Ｅ

ＲＩＡ）事務総長の参加と知見に感謝する。 
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ＷＴＯ改革と第１３回ＷＴＯ閣僚会議の成功に向けた支援 

 我々は、全ての加盟国の利益に資するＷＴＯ改革を推進し、ＷＴＯを中核とする、ルー

ルに基づく、包摂的で、自由かつ公正な多角的貿易体制を維持及び強化することへの我々

のコミットメントを再確認した。ＭＣ１３まで残り４か月となり、我々は、Ｇ７の間及び

Ｇ７を超えたパートナーとの間の双方において、成功に向けていかに協力するかについて

議論した。 

５月のＧ７広島首脳コミュニケに立脚して、我々は、２０２４年までに全ての加盟国が

利用できる完全かつ良く機能する紛争解決（ＤＳ）制度の実現を目的とした議論の実施を

含め、実質的なＷＴＯ改革に向けて取り組む。我々は、ＭＣ１３に先立ち、更に議論を深

めることにコミットする。この観点から、我々は、ジュネーブで現在進行中のプロセスを

評価し、ジュネーブの各国代表に対し、引き続き建設的に関与するよう指示するとともに、

他のＷＴＯ加盟国に対しても同様の対応をするよう奨励する。 

我々はまた、他のＷＴＯ加盟国と協力し、国際貿易が今日直面する課題に対処するため、

ＷＴＯの審議機能を強化することにコミットする。この観点から、我々は、 ＭＣ１３にお

いて、産業部門における貿易と国家による介入の接点について議論する専用の場を設ける

ことに関する閣僚のコンセンサスを実現することを含め、主要課題についての取組を支持

する。 

加えて、我々は、ＷＴＯの委員会及び機関の運営と透明性を改善するための議論につい

て進行中の前進を歓迎する。 

さらに、ＷＴＯのルール策定機能を活性化するための複数国間のイニシアティブの重要

な役割を認識し、我々は、電子商取引、及び開発のための投資円滑化協定のテキストに基

づいた交渉の妥結を含め、共同声明イニシアティブ（ＪＳＩｓ）の下での進展を歓迎する。

我々はまた、サービス国内規制に関する規律の認証手続の早期完了の重要性を強調する。

我々は、共同声明イニシアティブの成果をＷＴＯの法的枠組みに取り入れることを強く支

持する。 

我々は、漁業補助金協定がＭＣ１３までに発効する見込みであることに期待する。この

目的のため、我々は、他のＷＴＯ加盟国に働きかけ、必要に応じて、この協定の受諾を奨

励するとともに、過剰能力及び過剰漁獲につながる特定の形態の漁業補助金に関する規律

を通じたものを含め、持続可能な開発目標ターゲット１４．６に沿った漁業補助金に関す

るより包括的な合意を達成するための追加的な規定に関する交渉の妥結に向けた進捗を
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加速させることにコミットする。我々はまた、開発途上国及び後発開発途上国（ＬＤＣｓ）

による同協定の実施を促進するためのＷＴＯ漁業資金提供メカニズムに対するＧ７メン

バーによる貢献（総額：５７０万スイス・フラン）に言及する。 

我々は、ジュネーブで行われている電子商取引に関する作業計画の進行中の議論を歓迎

し、この取組への積極的な関与に引き続きコミットする。特に、我々は、電子的送信に対

する関税不賦課のモラトリアムを恒久化することの重要性を再確認する。 

我々は、ＷＴＯの農業に関する協定と整合的な形で農業改革を引き続き推進する。将来

の危機を回避し、気候変動への適応及び緩和を含む強靱性を構築するため、必要に応じて、

農業政策を改革する取組を強化し、より持続可能な農業及び食料システムにおける慣行を

促進する政策に移行する必要がある。我々は、農業・食料貿易の促進を可能にするための

農産品及び投入物に関する輸出規制の規律と透明性を強化すること並びにＧ７及び非Ｇ

７メンバーそれぞれの農業生産性と持続可能性を向上させること及び開発途上国と後発

開発途上国を支援することを含め、短期的、中期的及び長期的な食料安全保障を強化する

ことにコミットする。 

 

公平な競争条件の確保 

我々は、広範かつ変化する非市場的政策及び慣行に関する我々の共通の懸念を再確認す

る。特にそれらが、グローバルな市場の支配を追求し不当に市場シェアを狙うことで、戦

略的依存関係及び構造的な脆弱性を作り出すことを目的とする、包括的な戦略の不可欠な

一部である場合である。これには、蔓延する不透明かつ貿易を歪曲する産業補助金、国有

企業（ＳＯＥｓ）による市場歪曲的慣行、及びあらゆる形態の強制技術移転が含まれる。

我々は、非市場的政策及び慣行に対処することもまた、経済的強靱性、そして経済安全保

障を強化する上で不可欠な側面となり得ることを認識する。このような政策や慣行は、公

正な国際競争、貿易及び投資を歪め、新興国及び開発途上国における産業開発に特に悪影

響を与える。したがって我々は、保護主義及び市場歪曲的な慣行を抑制し、これらの不公

正な貿易慣行がもたらす構造的な課題に、既存の手段の効果的な活用を通じて、また、適

切な新しいツール並びにより強固な国際的なルール及び規範を構築することを通じて対

処することにより、グローバルに公平な競争条件及び公正な競争を確保するための我々の

コミットメントを新たにするとともに、これらの問題についての協力を継続する。 

産業補助金に関し、我々は、状況によっては補助金が正当な公共政策目的を達成するた
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めのツールとなり得ることを認識しつつ、現行のＷＴＯルールと最近の状況との間のギャ

ップ、また、一部の国々によってとられた措置の根本的な透明性の欠如を含む、非市場的

政策及び慣行に関連する問題に対処する上での課題をレビューし、認識した。このギャッ

プ分析に基づき、我々は、国家によって実質的に管理される投資ファンドを含む国有企業

によって提供される不透明で貿易を歪曲する補助金に対して、ＷＴＯの補助金及び相殺措

置に関する協定を含め、一層効果的に対処するための適切な手段について更なる議論を行

う必要性を共有する。我々は、効果的な多数国間の補助金に関するルール、有意義な政策

審議及び公正な競争の基礎としての透明性の基本的重要性を認識し、ＷＴＯにおける補助

金通報及び国内において補助金プログラムに関する情報を公に入手可能とすることを通

じて、透明性を確保するための全てのＷＴＯ加盟国の継続的な取組の重要性を強調する。

我々は、全てのＷＴＯ加盟国による透明性義務の遵守を改善する方法を検討する用意があ

る。 

国有企業について、我々は、特に開発途上国や後発開発途上国において、そのような企

業が公共サービスの提供において有用な役割を果たし得ることを認識する。同時に、我々

は、一部の国々が、国の支援を導き、また、不公正な方法で主要な工業製品を生産するた

めに、国有企業を広範に利用していることに懸念を強めている。これは、グローバルな貿

易を歪め、グローバルな市場の支配を生み出し、全ての国々、特に開発途上国や後発開発

途上国の工業化目標を損なうものである。我々は、定義、商業的考慮及び透明性といった、

様々な二国間及び複数国間の貿易・投資協定における国有企業の規律の主要な共通点を特

定した。このような共通点と、市場歪曲的な補助金を提供する経路や現地生産を要求する

手段としての国有企業の利用を含む、問題ある慣行に関する我々の共通の懸念に立脚して、

我々は、国有企業が公平な競争条件に与える影響によりよく対処するために、ＯＥＣＤ国

有企業（ＳＯＥ）のコーポレートガバナンス・ガイドラインの改訂作業が進行中であるこ

とを称賛する。 

我々は、自立可能な技術基盤を構築し、イノベーションを強化するために、特に後発開

発途上国に対し、相互に合意された条件に基づく自発的な技術移転の重要性、並びに透明

で予測可能な知的財産及び投資の枠組みの必要性を認識する。我々は、技術移転が自発的

かつ相互に合意された条件で行われることを確保しようとする国々との貿易及び投資関

係を更に深めていく。対照的に、我々は、根本的に不公正であり、市場原則に基づく国際

的な貿易体制と合致しない、強制技術移転に対して懸念を改めて表明する。我々は、この

ような措置は、強制的な合弁事業要件、表向きは自主的な産業ガイドラインや基準、ソー
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スコードやその他のビジネス機密情報の開示を要求する規制、市場アクセスと引き換えに

技術移転の直接的又は間接的な要求を含む現地生産・現地調達要求を含め、明確か、非公

式か不透明かを問わず様々な形態で行われていることを認識している。強制技術移転や、

国家が支援又は指示する、営業秘密といった知的財産及び技術の窃取に対処するため、

我々は、問題のあるルール、規制及び慣行に関する情報共有を強化するとともに、既存の

ツール並びに国際ルール及び規範を効果的に活用し、必要な場合は新たなルール、ツール

又は規範を構築するといった取組を通じて、この分野で我々の懸念を共有する国々との協

力を更に深化させていく。 

 

サプライチェーンの強靱性 

 我々は、透明性、多様性、安全性、持続可能性、信頼性からなる「強靱で信頼性のある

サプライチェーンに関する原則」の首脳による発表に続き、Ｇ７内外の信頼できるパート

ナー国との間で強靱なサプライチェーンネットワークを構築及び強化するために必要な

行動をとることで更に団結し、全ての国々がこれらの原則を採用することを奨励し続ける。 

この観点から、我々は、Ｇ７貿易大臣会合において、民間セクター及びＧ７を超えた政

府双方のパートナーがサプライチェーンの強靱性について初めて議論したことを歓迎す

る。我々は、この機会を捉え、パートナーと共に、本原則の重要性を確認するとともに、

幅広い関与を通じて、本原則を具現化するために更に取り組むことを確認した。我々は、

新興国及び開発途上国を含め、「強靱で信頼性のあるサプライチェーン」が包摂的な成長を

達成する上で主要な役割を果たし得ることを再確認する。我々は、経済的依存関係を武器

化する行為を非難し、自由で、公正で、互恵的な経済及び貿易関係を基礎とし、より広い

国際社会との連携を加速させることにコミットする。加えて、我々は、サプライチェーン

の主要な担い手である民間セクターとの関与を強化する必要性を改めて表明する。我々は、

非市場的政策及び慣行の蔓延又は威圧的な経済的措置の脅威のない、透明性のある、予測

可能で、持続可能なビジネス環境が、公正かつ生産的な世界経済にとって不可欠であるこ

とに留意する。我々はまた、重要鉱物、半導体及び蓄電池などの重要物資についての「強

靱で信頼性のあるサプライチェーン」の構築に向けた更なる取組の必要性を認識する。

我々は、重要鉱物に関する最近の輸出管理措置に懸念をもって留意する。この点に関し、

我々は、「重要鉱物セキュリティのための５ポイントプラン」を実施するとのＧ７気候・エ

ネルギー・環境大臣のコミットメントを支持し、貿易制限及び市場歪曲的な行為に対処す

るための更なる連携を期待する。 
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我々はまた、「経済的強靱性及び経済安全保障に関するＧ７首脳声明」で示されたよう

に、供給混乱に対処するための意思疎通のチャネルの強化、及びそれぞれのシナリオに基

づくストレステストから得られたものを含めた知見とベスト・プラクティスの共有がＧ７

メンバー間で進展していることを歓迎する。我々は、各政府による省庁横断的な関与の重

要性を認識しており、このような協働の取組を更に強化する。 

我々は、サプライチェーンの強靭性は単独では達成できないことを認識し、この議長国

期間中に将来の行動に向けてなされた進捗に立脚して、本原則に基づく我々の連携を更に

深め、「強靱で信頼性のあるサプライチェーン」の強化における我々の協調を強め、世界中

の国々、特に必要としている後発開発途上国及び開発途上国の経済的な脆弱性に対処する

決意を新たにする。 

 

経済的威圧 

 我々は、他の政府による正当な主権的選択に干渉する威圧的な経済的措置及びその威嚇

に関する我々の共通の懸念を改めて表明し、そのような措置の再発が拡大していることを

憂慮する。我々は、「経済的威圧に対する調整プラットフォーム」に貢献する我々の貿易担

当官による進行中の作業を歓迎する。我々は、広島サミットにおけるＧ７首脳によるコミ

ットメントに従い、本プラットフォームの作業に対する継続的支援及び本件に関する更な

る進展にコミットする。 

我々は、ＷＴＯを含め、経済的威圧に対処するための共同の取組を継続し、迅速な情報

共有を確保し、それぞれの法制度に沿い、国際法に従った対応を、しかるべく共同で検討

する。これには、我々の手段を更に検討し、サプライチェーンを分析し、経済的威圧を抑

止するとともに対抗するための協力を追求し、また、お互いへの及びＧ７を超えたパート

ナーへの支援を目的として、損害を緩和する方策を検討することが含まれる。 

我々は、市場原理に基づく自由で、公正で、開かれた透明性のある経済を堅持すること

に強くコミットしている。そのため、我々は、経済的威圧に対する企業の備えを強化する

ため、コミュニケーションにおける共同の取組を強化する。我々はまた、Ｇ７内外の企業

が、共通の国際貿易ルールや規範に故意に違反する国々との貿易や投資を通じて、貿易関

連の威圧的手段を可能にすることに意図せず寄与する可能性についての認識を高め、ビジ

ネス上の意思決定を行う際にこの情報を考慮できるように努める。 
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デジタル貿易 

 我々は、デジタル貿易の急速な発展を支える鍵となる「信頼性のある自由なデータ流通

（ＤＦＦＴ）」を促進することの重要性を再確認する。我々は、我々の「Ｇ７デジタル貿易

原則」へのコミットメント、開かれたデジタル市場への支持及びデジタル保護主義に対す

る反対を改めて表明する。我々はまた、人工知能（ＡＩ）を含むデジタル技術の発展が、

国際デジタル貿易を更に加速させるために貢献し得ることを認識する。 

我々は、ＤＦＦＴを促進し、開発途上国及び先進国双方の労働者、消費者及び企業がデ

ジタル貿易の機会を活用するため、国際デジタル貿易を規律する一連の高水準のルールを

確立する必要性を確認する。我々は、国際的なルール形成におけるＷＴＯ電子商取引共同

声明イニシアティブ交渉の重要性を認識する。我々は、２０２３年末までの実質的な妥結

に向けて取り組むことにコミットする。その成果は、高水準で、包摂的で、商業的に意味

のあるものであるべきである。 

我々は、正当化できないデータローカライゼーション措置が、企業、特に中小零細企業

（ＭＳＭＥｓ）のデータ管理コストを増加させ、サイバーセキュリティのリスクを高める

ことにより、越境データ流通に悪影響を及ぼすことを認識する。我々は、透明性を欠き、

恣意的に課される正当化できないデータローカライゼーション措置に対処することに引

き続きコミットしており、これは正当な規制目標を達成するために実施される措置とは区

別されるべきである。我々は、データローカライゼーション措置を採用する国が世界的に

増加傾向にある中、ＯＥＣＤによるデータローカライゼーション措置に関する作業を歓迎

するとともに、この問題について議論を継続する重要性を強調する。 

我々は、越境データ流通への信頼性を高め、それを促進するための重要なツールとして、

「ＯＥＣＤの民間部門が保有する個人データへのガバメントアクセスに関する宣言」を歓

迎する。我々は、デジタル貿易に参加する消費者や企業の信頼を高める措置を支援するこ

とにコミットする。これとは別に、我々は、政府による、機密情報を含む非個人データへ

の正当化できないアクセスが、越境データ流通の信頼性を損ない、実質的な障壁となるこ

とを認識する。 

我々は、デジタル貿易制度が、より安価で、より迅速で、より安全な貿易を実現し、よ

り多くの企業、特に中小零細企業による貿易を可能にすることに貢献することを改めて表

明する。我々は、政府及び産業界に対し、引き続きデジタル貿易文書に対する認識を高め、

信頼を醸成することを奨励する。  
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貿易及び環境／気候変動 

 我々は、貿易大臣として、貿易及び環境政策が、ＷＴＯ及び多数国間の環境条約と整合

的な形で、相互に補完的であるべきことを再確認する。我々は、貿易及び貿易政策が、気

候変動、生物多様性の損失及び汚染という３つの世界的危機に対処するための重要な手段

であり、持続可能な成長の推進力となり得ることを認識する。我々は、気候変動やその他

の環境目標に合致することに寄与し得る物品、サービス及び技術の貿易の円滑化、並びに

循環経済アプローチを促進することにコミットする。我々は、貿易と環境に関する委員会

（ＣＴＥ）、及び貿易と環境持続性に関する体系的議論（ＴＥＳＳＤ）を含め、ＷＴＯにお

ける、非関税障壁及び規制アプローチの特定を含む、このような円滑化及び促進の取組を

支援する機会とアプローチを特定するための作業を歓迎する。我々は、これらの問題に関

して、開発途上国及び後発開発途上国を含むＧ７を超えたパートナーとの関与を深める。 

我々は、遅くとも２０５０年までにネット・ゼロ排出という共通目標に沿って脱炭素化

及び排出削減を推進する政策を追求するとともに、貿易財を生産する際に生じた排出量を

明らかにするよう市場に促すことにより、カーボンリーケージのリスクへの対処を支援す

る。気候政策に関する野心の相違が大きくなることにより、カーボンリーケージのリスク

が増大する可能性があるが、我々は、このリスクに対処するため、関連する国際機関を含

め、引き続き協力して取り組む。我々は、カーボンリーケージに対処することを目的とす

るものに限らず、貿易に影響を与える気候変動に関する目標を追求する手段が、透明性が

ありＷＴＯに整合的であることが、とりわけ重要であると認識する。我々は、そのような

手段が、各国が動員する多様な気候変動の緩和政策アプローチを適切に考慮し、世界的な

排出削減に貢献すべきであることを認識する。我々はまた、そのような政策を実施する際

に、国際的なパートナー、特に最も脆弱な開発途上国及び後発開発途上国の状況に対して

妥当な配慮をしていく。我々は、透明性と予見可能性を提供し、このような措置の設計及

び実施において、能力の制約に直面している中小零細企業を含む企業のニーズに注意を払

う。この観点から、我々は、可能な限り、生産時の排出量を測定する方法の国際的な整合

性を確保するために協力する。 

 

ビジネスと人権 

 我々は、「国連ビジネスと人権に関する指導原則（ＵＮＧＰｓ）」、「国際労働機関（ＩＬ
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Ｏ）多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言（ＭＮＥ宣言）」及び「ＯＥＣＤ責任

ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」を想起し、企業活動及びグローバル・サプラ

イチェーンにおける人権及び国際労働基準の尊重を促進することの重要性を再確認する。

我々は、２０２２年９月のＧ７貿易大臣声明及び２０２１年１０月の強制労働に関するＧ

７貿易大臣声明を再確認し、グローバル・サプライチェーンにおけるあらゆる形態の強制

労働及び児童労働を撤廃するための措置をとることに再びコミットし、そのために企業の

デュー・ディリジェンスを支援する措置の妥当性を認識する。 

我々はさらに、Ｇ７を超えてビジネスと人権に関するアウトリーチと関与を強化すると

のコミットメントを改めて表明する。この観点から、我々は、日本とＩＬＯが共催した、

Ｇ７メンバー及び主に東南アジアを中心とするアジア諸国との最近の対話を歓迎する。こ

の対話は、ビジネスと人権における関連する国際基準を実施するための多様なアプローチ

を認識する機会を提供するとともに、包摂的な成長と人権の尊重との間の相乗効果を活用

することの重要性を示した。我々は、ビジネスと人権のアジェンダを推進するための協力

を強化し、企業やその他のステークホルダーにとっての予見可能性及び確実性を更に高め

る意図を有している。 

 

新興国及び開発途上国への関与の強化並びに貿易及び開発 

 我々は、貿易がもたらす利益及び貧困の削減において貿易が果たしてきた役割を認識し、

貿易が持続可能な経済開発及び貧困の削減の強力な推進力となり得ることを確認する。

我々は、ＷＴＯにおける開発のための貿易に関する提案の議論を認識する。 

我々は、貿易を通じて、開発途上国及び後発開発途上国の包摂的かつ持続可能な経済開

発及び貧困の削減に貢献するとの意思を確認する。この目的のため、我々は、公正かつ自

由な世界貿易を更に支援し、貿易円滑化、貿易関連インフラへのアクセスの強化及び拡大、

並びにニーズと事実に基づく具体的な議論を通した開発途上国のための能力構築におけ

る我々の取組を、関連する国際機関と協力しつつ、強化する意思を表明する。我々はまた、

サプライチェーンの多様化及び地域の価値の創出を促進し、全ての地域の労働者及びコミ

ュニティに利益をもたらす形で、サプライチェーンにおける低・中所得国のより重要な役

割を支援する。 

多角的貿易体制における包摂性を強化するために、開発途上国、特に後発開発途上国が

多角的貿易体制に参加できるようなインフラと能力を開発することが不可欠である。この
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観点から、我々は、Ｇ７メンバーが実施してきたプロジェクトやイニシアティブの重要性

を認識する。例えば、(i)貿易のための援助イニシアティブ、(ii)世界税関機構（ＷＣＯ）、

国際貿易センター（ＩＴＣ）及びその他の国際機関を通じた能力構築、(iii)災害時におけ

る緊急支援物資の受け入れのための税関手続を迅速化するための税関職員の訓練、(iv) 

輸送やエネルギー網といった貿易に不可欠なインフラの改善、(v)ＳＴＤＦ（規格及び通商

開発機構）を通じた適切なＳＰＳ手続の確保、(vi)金融リテラシー及びデジタルリテラシ

ーの向上によるビジネス機会の確保、(vii)技能訓練の提供である。さらに、我々は、適切

に代表されていないグループが多角的貿易体制から利益を得られるよう、パートナーシッ

プを強化及び促進することの重要性を認識する。例えば、中小零細企業、貿易及びジェン

ダーに関するＷＴＯ非公式作業部会は、国際貿易における代表性を向上させ、多角的貿易

体制における包摂性を強化している。我々は、引き続きこれらのプロジェクトやイニシア

ティブを推進することを再確認する。 

我々はまた、自然災害及びその他の緊急事態において国境を越えて人道物資を移動させ

ることの課題、及び、貿易円滑化措置が人道物資の迅速、安全かつ効果的な提供を促進す

る上で果たす前向きな役割について認識を高めていく。我々は、ＷＴＯ加盟国に対し、人

道物資の移動を促進するためのベスト・プラクティスを推進するよう要請する。 

推定３億４,５００万人が深刻な食料不安を経験しており、また、世界は発展の根底を脅

かす現代史上最大の食料及び栄養の危機に直面している。これには、多くの根本的要因が

あるが、ロシアによるウクライナに対する侵略戦争は、農業と食料の生産及び貿易を著し

く妨害し、危機を更に増幅させている。 

我々は、最適なルートを通じて農産物を輸出し続けるというウクライナの権利を支持す

る。我々は、不足のリスクを軽減し、価格変動を緩和することによって市場を安定させる

ために、ルールに基づき、開かれた、公正で、予見可能で、透明性があり、かつ無差別な

食料及び農産物の国際貿易の重要性を改めて表明する。我々は、国連世界食糧計画（ＷＦ

Ｐ）による食料購入の輸出禁止又は制限からの免除に関する２０２２年のＷＴＯの閣僚決

定及び食料不安への緊急対応に関するＷＴＯの閣僚宣言を想起し、世界の食料安全保障に

影響を与える措置に取り組むため、ＭＣ１３においてより具体的な行動を追求する。 

 

結語 

我々は、食品輸入規制が科学に基づき、ＷＴＯ及びその他の国際ルールに従ってのみ適
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用されることの重要性を改めて表明し、確認する。この観点から、Ｇ７メンバーは、新た

に導入された日本の食品への輸入規制を含め、不必要に貿易を制限するいかなる措置も直

ちに撤廃されることを強く求める。 

我々は、国際貿易が直面する課題に関し、緊密な協力と協調を継続することにコミット

し、本年及びこれまでの議長国による進展に立脚して、２０２４年の議長国イタリアの下

で更なる議論を行うことを期待する。この会合を主催した大阪・堺に感謝するとともに、

２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の成功を願う。 

（了） 

 


